
 

 報告（２）   

三沢市の文化財における現状と課題 

 

令和４年１０月２４日 

三 沢 市 教 育 委 員 会 

 

１．１．１．１．文化財とは何か文化財とは何か文化財とは何か文化財とは何か                                                                    

■ 概念                              

我が国の長い歴史の中で生まれ、はぐくまれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財

産【文化庁 HP】 

国や地域の歴史を理解するうえで欠くことのできない国民共有の文化的遺産
．．．．．．．．．．

 

 ↓ 

・重要なものは自治体（市区町村、都道府県）、国の指定等を受け、保護の対象となる。 

・国指定の中で「顕著な普遍的価値」を有するものは世界文化遺産への登録推進の対象。 

・「未指定の文化財=さほど重要ではない」という考え方にはならない。 

■ 体系                             

大別８類型に区分。さらに各類型で細別分類（別紙参照）。 

■ 文化財の「保護・保存」と「公開・活用」            

文化財の「保護・保存」と「公開・活用」は、車の両輪の関係 

  → 適切な保存措置が講じられることにより積極的な活用が可能。 

      ex：記録保存（映像や写真撮影、発掘調査等）、文化財指定の推進 

→ 一方、活用されることで保存につながるものもある。 

ex：古民家等の建造物、無形の民俗文化財(まつり､年中行事､民俗芸能､信仰等) 

■ 近年の文化財に対する考え方                  

文化財をより積極的に活用し、地域振興につなげる 

平成 27 年 「日本遺産」認定開始 

          ◆地域に伝わる文化財を総合的に把握することによる保存活用の促進 

平成 29 年 「文化芸術基本法」制定 

          ◆文化財の保存活用等による「文化芸術立国」の実現 

平成 30 年 「文化財保護法」改正 

          ◆首長部局でも文化財業務を所管することが可能となる 

令和 ２年  「文化観光推進法」制定 

◆文化財等の「文化資源」を文化振興や観光資源として活用することで地域活性化に 

 つなげ、その経済効果が文化振興に再投資される好循環を創出することが目的 

 

 





 

２．三沢市の文化財２．三沢市の文化財２．三沢市の文化財２．三沢市の文化財                                                                    

■ 指定文化財（別紙参照）                             

 ・国指定  １件  重要有形民俗文化財 

・県指定  ３件  無形民俗文化財 ２（すべて民俗芸能） 

           天然記念物   １（動物）※管理団体 

 ・市指定 ２２件  有形文化財  １２（美術工芸品 11、建造物 1） 

           有形民俗文化財 ２ 

           無形民俗文化財 ７（すべて民俗芸能） 

天然記念物   １（植物） 

※指定件数は県内 10 市の中で最も少ない 

■ 未指定の文化財                                                

 ・有形文化財  美術工芸品（古文書、写真等の歴史資料、考古資料） 

・民俗文化財  有形の民俗文化財（民具等の民俗資料） 

無形の民俗文化財（伝統芸能） 

・記念物    遺跡（埋蔵文化財※1） 

        動物 

・周知の埋蔵文化財包蔵地※2 １２８ヶ所（米軍三沢基地内を含む） 

※1 埋蔵文化財包蔵地（遺跡）→埋蔵文化財（土地に埋蔵されている文化財）を包蔵している場所 

※2 周知の埋蔵文化財包蔵地 →「遺跡地図」や HP 等で所在が公開（周知）されている埋文包蔵地 

■ 将来、文化財指定を受ける可能性のあるもの                     

 ・国指定 １件  記念物（史跡） 

 早稲田(１)貝塚・野口貝塚 

 ・国登録 １件  有形民俗文化財 

 小川原湖民俗博物館旧蔵資料 

※この中には市指定有形民俗文化財「上北地方の紡織用具及び麻布」、「上北地

方 

 の食生活用具」が含まれる 

・県指定 １件  有形文化財（美術工芸品：考古資料） 

五川目(6)遺跡出土旧石器 

            ※県の指定候補物件に記載済み。県指定の前に市指定に。 

 ・市指定 ２件  ア）有形文化財（美術工芸品：歴史資料） 

太平洋無着陸横断飛行関連資料 

               ※100 周年の節目となる 2031 年度の指定に向け資料精査等の計画準備中 

イ）無形民俗文化財（伝統芸能） 

            海鳴り太鼓 

               ※児童数減による消滅から回避すべき 

 

 

 

 



令和4年3月31日時点

指定 大分類 指定

区分 （保護法上の種別） 年月日

国 重要有形民俗文化財 南部のさしこ仕事着コレクション 64点 三沢市 S41.6.11

県 無 形 民 俗 文 化 財 浜三沢南部駒踊 1点 浜三沢駒踊保存会 S34.10.6

県 無 形 民 俗 文 化 財 岡三沢神楽 1点 岡三沢神楽保存会 H22.7.21

県 天   然   記   念   物 小川原湖のハクチョウ 1点 (管理)三沢市教委 S47.12.6

市 有形文化財(美術工芸品) 野口コレクション 6,216点 三沢市 H5.2.6

市 有形文化財(美術工芸品) 土偶 1点 三沢市 H5.2.6

市 有形文化財(美術工芸品) 根井沼式土器 140点 三沢市 H5.2.6

市 有形文化財(美術工芸品)
小田内沼(4)遺跡出土

第Ⅰ群３類土器
58点 三沢市 H5.2.6

市 有形文化財(美術工芸品) 鞅掌録 首巻 1冊 三沢市 H28.3.24

市 有形文化財(美術工芸品) 囚中八首 1冊 三沢市 H28.3.24

市 有形文化財(美術工芸品) 刀剣 1振 三沢市 H28.3.24

市 有形文化財(美術工芸品) 斗南繪図 1枚 三沢市 H28.3.24

市 有形文化財(美術工芸品) 廣澤安任肖像写真ガラス原版 1枚
個人

(先人記念館寄託)
H28.3.24

市 有形文化財(美術工芸品) 勝海舟書｢六十九種艸堂｣扁額 1枚
個人

(先人記念館寄託)
H28.3.24

市 有形文化財(美術工芸品) 松方正義書｢牧艸々堂｣扁額 1枚
個人

(先人記念館寄託)
H28.3.24

市 有形文化財 ( 建 造 物 ) 開祖堂 1棟 三沢市 H28.3.24

市 有 形 民 俗 文 化 財 上北地方の紡織用具及び麻布 1,128点 三沢市 S62.11.10

市 有 形 民 俗 文 化 財 上北地方の食生活用具 4,102点 三沢市 S63.7.12

市 無 形 民 俗 文 化 財 根井神楽 1点 根井神楽保存会 S48.4.25

市 無 形 民 俗 文 化 財 塩釜神楽 1点 塩釜神楽保存会 S48.4.25

市 無 形 民 俗 文 化 財 浜三沢神楽 1点 浜三沢神楽保存会 S48.4.25

市 無 形 民 俗 文 化 財 織笠神楽 1点 織笠神楽保存会 S56.3.25

市 無 形 民 俗 文 化 財 浜三沢豊年踊 1点 豊年踊り保存会 H5.2.6

市 無 形 民 俗 文 化 財 山中神楽 1点 山中神楽保存会 H5.2.6

市 無 形 民 俗 文 化 財 岡三沢鹿子踊 1点 岡三沢鹿子踊保存会 H5.2.6

市 天   然   記   念   物 寺屋敷のツキ 1点 個人 S52.5.27

※上記の外、地域を定めず指定されている(特別)天然記念物　10件 (青森県関係分､すべて動物)

特別天然記念物1 (カモシカ)、天然記念物9 (オジロワシ､イヌワシほか)

指定名称 所有者員数

三沢市内指定文化財一覧



 

３．現状３．現状３．現状３．現状（文化財（文化財（文化財（文化財のののの保護保護保護保護・保存・保存・保存・保存に関する事業等）に関する事業等）に関する事業等）に関する事業等）             

■ 遺跡発掘調査事業                                              

（１）市内遺跡発掘調査事業（文化庁国庫補助事業） 

ア）早稲田(1)貝塚・野口貝塚の保存目的調査 

       ・発掘調査は７ヵ年（H24～30 年度）にわたって実施。 

・調査の結果、どちらも青森県内最古（北海道・北東北最古級）の貝塚を伴う遺跡と判明。 

・これをうけ、国史跡（重要文化財級の遺跡）指定に向けた遺跡保存のための内容確認に 

調査目的を変更（H28 年度～）。 

・現在は令和７年度末の発掘調査総括報告書刊行に向けた出土品整理作業中。 

      ・総括報告書刊行後、国の文化審議会に対し史跡指定に関する意見具申を予定。 

       ・令和４年度事業費 10,670,000 円（補助額 5,335,000 円） 

 

野口貝塚の貝層断面 

同一地点に形成された縄文時代早期中頃(約 8,500 年前)と同前期前葉(約 7,000～5,900 年前)の貝塚 



 

イ）各種開発行為に伴う埋蔵文化財包蔵地の試掘調査（国庫・県費補助事業） 

       ・周知の埋蔵文化財包蔵地内やその近隣をはじめ、未発見の埋蔵文化財包蔵地が所在する可能 

        性のある場所で開発行為が計画された際、事前に試掘調査を実施し、埋蔵文化財の有無や発 

        掘調査の必要性等を確認する。 

       ・令和４年度事業費 380,000 円（補助額 国 190,000 円、県 6,000 円） 

 

（２）出土品整理事業（市費） 

    ア）発掘調査報告書が刊行されていない過去の発掘調査の出土品整理作業等 

・H8～21 年度に実施された 7 事業（17 遺跡）が対象。 

      ・発掘調査は報告書刊行をもって完結するため上記の発掘調査は未完了の状態。 

   イ）織笠団体活動センター（埋蔵文化財の整理作業及び収蔵場所）の維持管理 

   ウ）その他、埋蔵文化財に関する事業 

 ・令和４年度事業費 3,440,000 円（９月補正時） 

■ 市道姉沼２号線遺跡発掘調査事業                 

 市道姉沼２号線改修工事に伴う平畑(3)遺跡の発掘調査（防衛９条交付金事業） 

・市道姉沼２号線の擁壁解体工事に伴い破壊される部分の記録保存 

・発掘調査 H29～R05 年度（予定） 

整理作業 R06～R09 年度（R10 年 3 月に発掘調査報告書を刊行予定） 

  ・令和４年度事業費 16,600,000 円（補助額 14,800,000 円） 

 

 

市内初例となる縄文時代中期前葉（約 5,000 年前）の集落跡の発掘調査 

台地縁辺部の斜面地に形成された廃棄域（土器や石器等の捨て場）の調査風景 

新潟県糸魚川産のヒスイ製装飾品（右下）等、拠点的な集落に特徴的な遺物も出土 

 



 

■ 文化財保存活用事業                       

（１）文化財審議会の開催 

（２）六川目団体活動センター（小川原湖民俗博物館旧蔵資料収蔵場所）の維持管理 

（３）三沢市民俗芸能公演会の開催 

・三沢市民俗芸能保存会連絡協議会との共催 

    ・令和５年 1 月 22 日（日）公会堂小ホールで開催予定 

 （４）その他、埋蔵文化財を除く文化財の保護・保存に関する事業等 

    ・令和４年度事業費 1,717,000 円（当初予算） 

■ 歴史民俗資料館管理費                      

三沢市歴史民俗資料館の維持管理（指定管理業者：(一社)三沢市観光協会） 

・令和４年度予算額 9,139,000 円 

■ 生涯学習のまちづくり推進事業費                 

 社会教育活動推進補助金（三沢市民俗芸能保存会連絡協議会） 

 ・令和４年度予算額 600,000 円 

■ その他                             

（１）天然記念物の目撃情報等への対応 

     ・国特別天然記念物 カモシカ 

     ・県指定天然記念物 小川原湖のハクチョウ 

（２）開発計画地における埋蔵文化財包蔵地の照会対応 

    ・米軍三沢基地内での工事等も対象 

    ・年間約 60 件 

（３）三沢市文化財講座の開催 

    ・目的 三沢市の文化財等について学ぶ機会を提供し、地域の歴史を感じていただくと共に、郷土 

        の文化遺産や文化財保護に対する理解、興味関心の意識高揚を図る 

・テーマはその時々で文化財に関する旬(?)なもの 

・これまで開催した６回は予算ゼロ（極力あるものを使って実施） 

 

【 文化財講座開催内容一覧 】 

回次 テーマ 開催日 場所 受講者数 

1 遺跡と発掘の話 H28.03.12 総合社会福祉ｾﾝﾀｰ 49   

2 遺跡見学会 at 野口貝塚 H28.06.19 野口貝塚 88   

3(第 1 弾) むかしの道具 大公開 H28.11.03～06 六川目団体活動ｾﾝﾀｰ 96   

(第 2 弾) おおむかしの道具 大公開 H28.11.12～13 織笠団体活動ｾﾝﾀｰ 81   

４ 小川原湖民俗博物館旧蔵資料展 H29.11.03～05 六川目団体活動ｾﾝﾀｰ 119   

５ 小川原湖民俗博物館旧蔵資料展 H30.12.15～16 六川目団体活動ｾﾝﾀｰ 49   

６ 小川原湖民俗博物館旧蔵資料展 R04.10.08～09 六川目団体活動ｾﾝﾀｰ 88   

第７回 令和４年度内に開催予定（時期未定） 

現時点でのテーマ（案） ① 平畑(3)遺跡発掘調査速報 

② ここまでわかった！野口貝塚・早稲田(1)貝塚 



 

４４４４．．．．課題課題課題課題（少し展望）（少し展望）（少し展望）（少し展望）                                                                                                                 

■ 体制に関すること（別表参照）                    

・文化財専門職員と業務量のバランス（特に埋蔵文化財分野）がとれていない。 

・埋蔵文化財の取り扱いや発掘調査は文化財行政の中でも特殊な部類。 

考古学等、特有の専門性が求められ「学芸員資格所持＝発掘できる」とはならない。 

・開発がある限り、発掘調査はなくならない。 

・早稲田(1)貝塚と野口貝塚が国指定史跡となった場合、史跡に関する業務が大幅に増加。 

15 年程度先までの業務が見通せている状態にある。 

・このままでは開発に対応できなくなる（包蔵地内での開発が遅れる）可能性が高い。 

■ 施設に関すること                        

・現在使用している文化財関連施設の老朽化は深刻。 

【 生涯学習課所管文化財収蔵施設 】 

施設名 
延べ床面積 

（平方ｍ） 
建築年 

耐用 

年数 

経過年数 

(R4 年 3 月末) 

個別施設計画 

(R3 年 3 月) 

歴史民俗資料館 約 600 1981(S56) 50 41 統合 

六川目団体 

活動センター 

約 930 

(校舎のみ) 

1696(S44) 47 53 
統合 

1976(S51) ※増築分 47 46 

織笠団体 

活動センター 

約 1,350 

(講堂含む) 

1671(S46) 47 51 
継続利用 

1973(S48) ※増築分 47 49 

・考古資料（埋蔵文化財）は、確実に今後も増加し続けることも見据え、将来的には少なくとも

延 

床面積 3,000 ㎡程度の収容量を兼ね備えた施設の整備が必要（場所の選定は慎重な検討が必

要）。 

・例えば文化財センターや市立博物館といった、重要文化財の展示、文化財関連業務の作業場所

の 

ほか、各種イベント開催場所、防災拠点等、多目的に利用可能な直営施設が理想的。 

・加えて、早稲田(1)貝塚・野口貝塚が国史跡となった際は、現地もしくは近隣地でのガイダンス 

施設の整備が必要。 

■ 施策に関すること                        

・三沢市教育振興基本計画（R2～6 年度）には文化財に関する施策が設けられているが、第二次

三 

沢市総合振興計画 H30.4～10.3）からは「文化財」という文言も施策も消えた。 

・市内の文化財は「三沢市の歴史·文化」そのもの。「基地のまち」「そらのまち」「国際色豊かなま 

ち」だけでは語れない「三沢らしさ」を感じることができるもの。 

・総合振興計画の基本理念に「未来へつなぐ 心安らぐ 国際文化都市」を掲げる三沢市にとっ

て、 

文化財は地域振興を進めるうえで活用すべき大きなツールのひとつ。 

・文化財の保護·保存、公開·活用を推し進めることにより、教育、観光をはじめ、多様な面で地域 

振興が期待され、文化財（＝市の歴史·文化）に対する理解の深化をもたらし、結果として「未来 



 

につなげる」ことが可能となる。 

・三沢市の文化財、質·量ともに、地域振興に活かすだけのポテンシャルが十分にある。 

しかしながら、業務に追われ活用の機会が少ないことは大きな課題。 

・まずは市職員や市内小中学校教員等、「身内」に知ってもらう機会を増やすことが重要。 

各種施策に活用するためのスタートラインだが、その余裕があるとは言い難い。 


